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保険者機能強化アクションプラン（第3期）を受けての 

各支部の平成28年度の取り組みについて 

28.2.26 



保険者機能強化アクションプラン（第３期）の全体像 

協会の基本理念 

 保険者として、健康保険及び船員保険事業を行い、加入者の皆様の健康増進を図
るとともに、良質かつ効率的な医療が享受できるようにし、もって加入者及び事業
主の皆様の利益の実現を図ることを基本使命としています。 

基 本 
コンセプト 

○ 加入者及び事業主の皆様の意見に基づく自主自律の運営 
○ 加入者及び事業主の皆様の信頼が得られる公正で効率的な運営 
○ 加入者及び事業主の皆様への質の高いサービスの提供 
○ 被用者保険の受け皿としての健全な財政運営 

保険者機能の実施 

 協会の基本理念の実現 
 （＝保険者が果たしている（果たすべき）役割・機能の実現） 

戦略的な機能 

○ 医療の質や効率性向上のための
医療提供体制への働きかけ 

○ 保健事業等を通じた加入者の健
康管理、健康増進 

○ 広報活動による加入者への 
 医療情報の提供、疾病予防 

基盤的な機能 

○ 加入者の加入手続きと 
 資格管理、加入者サービス 

○ 保険給付額等に見合った 
 保険料の設定、徴収 

○ レセプトと現金給付の 
 審査及び支払 

Ⅰ  医 療 等 の 質 や 効 率 性 の 向 上 

Ⅱ  加 入 者 の 健 康 度 を 高 め る こ と 

Ⅲ    医 療 費 等 の 適 正 化  

H27年度～ 

○ 医療保険制度改革による 
 国庫補助率16.4％の恒久化等 
 
○ 業務・システムの刷新 

運営に対するPDCAサイクル 

アクションプランを通じて実現すべき目標 

Plan 
計画の策定 

目標指標の設定 

Do 
施策の実施 

Action 
課題の解決に向け
た検討・見直し 

Check 
実施状況の 

分析・課題把握 

実施期間 

○ 期間については平成29年度までの 
  ３年間を想定。 
 
○ 定期的に実施状況の確認を行う。 

アクションプラン 
策定による 

戦略的な機能の強化 
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項目 主な取組み 

 ジェネリック医薬品の 
 使用促進 

  

   ジェネリック医薬品 

 ■北海道薬剤師会等との協力連携の強化 
  ・薬剤師会研修会において協会けんぽのジェネリック医薬品使用促進の取組等に関する説明を行いより一層の協力連携を図る。 
  ・北海道薬剤師会とジェネリック医薬品使用促進に関する事業の連携を行う。 
  ・後発医薬品調剤体制加算薬局へジェネリック医薬品希望シールやフォルダ等を配付し使用促進体制の強化を図る。 

 その他の保険者機能を発揮するため 
 の取組み 

  

   医療費適正化 

 ■適正受診の啓発勧奨 
  ・保険証を受診の都度提示することについて、啓発ポスターを関係団体と連名で作成し保険医療機関等に対して掲出依頼を行う 
   など資格喪失後受診の抑制を図る。   
 ■健康保険制度・事業等の周知にかかる取組強化 
  ・支部職員による事業所等訪問を行い、特定保健指導の受入や健康事業所宣言などについて勧奨し健康経営の啓発を図る。 

   調査研究 
 ■地域医療に関する分析 
  ・協会が保有するデータ等をもとに受療動向など地域医療に関することについて分析を行う。 

  
 広報・意見発信 
 （定期広報以外） 

 ■健康保険制度・事業等の周知にかかる取組強化 
  ・健康増進月間を設定し、マスコミと連携した各種健康づくりイベントの企画、参画、出展、広報展開等による総合的な取組み 
   を行う。 
 ■新たな広報手法の模索 
  ・健康経営の啓発に関するＤＶＤを作成するとともに、デジタルコンテンツを効果的に活用する。 

  
 その他の取組み 
 （支部独自の取組み等） 

 ■行政・医療関係団体等との連携強化 
  ・北海道と連携した「健康事業所宣言」事業を実施する。 
 ■データヘルス計画の推進 
  ・健診受診者の喫煙割合が全国平均よりも高くかつ増加していることに着目し、事業主や加入者等に分煙並びに禁煙に係る講座 
   や広報などの様々な事業を行う。 
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28年度支部事業計画 保険運営の企画 <概要>【北海道支部】 



項目 主な取組み 

 ジェネリック医薬品の 
 使用促進 

  

   ジェネリック医薬品 

 ■自己負担額の軽減効果を通知するサービスの継続実施 
  ・ジェネリック医薬品に切り替えた場合の自己負担額の軽減効果を通知するサービスを継続して実施するとともに、加入者、 
   医療機関等に対し軽減効果等に関する広報を実施する。 
 ■研修会等による情報発信 
  ・事業所、加入者、医療機関等に、希望シール、Ｑ＆Ａ、リーフレット等を配布、健康保険委員研修会等で説明する。 
  ・医療関係団体等に対し、更なる普及に向けた連携を働きかける。 

 その他の保険者機能を発揮するため 
 の取組み 

   医療費適正化 

 ■データヘルス計画の確実な実施 
  ・運輸、建設業の４団体で働く男性（40～64歳）のリスク保有者割合を減少させるため、職場の禁煙、分煙環境の改善を促し、 
   喫煙者及び受動喫煙者の減少に努める。 
  ・禁煙・分煙を働きかける健康づくりリーフレットを発行する。 
  ・健康宣言を行った事業所の中から、積極的に健康づくりを目指す事業所を選定し、マスコミを活用したインセンティブＣＭに 
   よる事業所紹介を行う。 
 ■レセプト点検、現金給付等の審査および債権回収業務等の強化を図る。 
 ■医療機関における資格確認事業（オンライン）の導入を進める。 

   調査研究 

 ■青森支部の医療費分析 
  ・地域医療のあり方に対する必要な意見を発信するため、地域ごとの受療行動を分析する。 
  ・事業者健診データ取得、保健指導推進のため、業種・業態、市町村別の健診、保健指導結果、レセプトデータ等の分析を行う。 
  ・ジェネリック医薬品の使用促進のため、地域・薬効ごとのジェネリック使用状況を分析する。 

  
 広報・意見発信 
 （定期広報以外） 

 ■関係団体を通した情報発信 
  ・地方自治体や関係団体が行うセミナー等へ積極的に関与し、協会の取組みを紹介するとともに、連携による広報や各種メディア 
   への情報発信を強化する。 

  
 その他の取組み 
 （支部独自の取組み等） 

 ■歯科健診の実施 
  ・特定健康診査とあわせて歯科医による歯科健診、口腔ケアの指導を行い、歯の喪失と生活習慣病の発症予防を図る。 
 ■健やか隊員育成プログラム（1日版）の実施 
  ・健康教養に関する講義、実践（運動、体感食事）を通して、事業所で健康づくりを推進するリーダーの育成および、事業主の 
   健康宣言を促進する。  

3 

28年度支部事業計画 保険運営の企画 <概要>【青森支部】 



項目 主な取組み 

 ジェネリック医薬品の 
 使用促進 

  

   ジェネリック医薬品 

 ■関係団体と連携した使用促進の取り組みの実施 
  ・薬剤師会をはじめとした関係団体と連携し、県内保険薬局への使用促進の依頼などの取り組みを実施することとする。 
 ■各種セミナー等における参加者に対する使用促進の取り組みの実施 
  ・岩手支部で開催する健康づくりセミナーおよび関係団体が主催するセミナー等において、参加者にリーフレットや希望シール等 
   を配布し、使用促進の取り組みを実施することとする。 

 その他の保険者機能を発揮するため 
 の取組み 

   医療費適正化 

 ■データヘルス計画の確実な実施 
  ・岩手支部データヘルス計画「いわて健康経営宣言事業」については、脳卒中死亡率全国ワースト1からの脱却を目標に、県や関係 
   する経済団体・金融機関等と連携しながら、確実に実施する。 
 ■現金給付適正化のための審査強化・効率的なレセプト点検の推進 
  ・法改正に伴う審査強化ポイントの見直しなどにより、より一層の現金給付の適正化を図るとともに、外部パワーの活用等による 
   レセプト点検のさらなる推進を図ることとする。 
 ■適正受診の啓発・勧奨 
  ・資格喪失後の受診防止のためのチラシおよびポスターを作成、配布するとともに、適正受診啓発用ポスターを作成、配布するこ 
   ととする。 

   調査研究 

 ■ビッグデータを活用した支部の特徴と対策 
  ・ＩＢＭ社のModelerを用い、協会けんぽで保有しているデータと、国保など国内で公表されている他のデータにより分析を行い、 
   その結果を脳卒中対策を中心とした事業に活かしていくこととする。 

  
 広報・意見発信 
 （定期広報以外） 

 ■地域医療への意見発信等 
  ・県の医療審議会、地域医療構想調整会議、保険者協議会においては、地域医療構想への意見発信を行うとともに、岩手県がん対 
   策推進協議会など他の協議会等においても支部としての意見を積極的に発信することとする。 
 ■健康ウォーク川柳コンクールの実施 
  ・岩手日報社と連携して開催する健康ウォークに合わせ、「健康川柳コンクール」を実施しマスコミとの連携強化を図るとともに、 
   加入者との距離の短縮を図ることとする。 
 ■健康経営の推進等に関する新聞広告の掲載 
  ・健康経営に積極的に取り組む事業所の紹介をはじめとした、健康経営の推進を目的とした広告を岩手日報に掲載することとする。 

  
 その他の取組み 
 （支部独自の取組み等） 

 ■「スモールチェンジで健康づくりアワード」の開催 
  ・事業所での健康づくりに関するスモールチェンジ活動を募集し、優れた取り組みを行っている事業所を表彰する「スモール 
   チェンジで健康づくりアワード」を開催し、加入者の健康づくり推進やスモールチェンジ活動の普及、推進を図ることとする。 

4 

28年度支部事業計画 保険運営の企画 <概要>【岩手支部】 



項目 主な取組み 

 ジェネリック医薬品の 
 使用促進 

  

   ジェネリック医薬品 

 ■データ分析に基づいた高血圧治療者への更なるジェネリック医薬品使用促進事業 
  ・ジェネリック医薬品にかかる分析を外部委託し、高血圧疾患患者へ分析結果を掲載したリーフレット等を送付するとともに、自 
   治体、医療関係団体等へ分析結果を公表し、意見発信力の強化につなげる。 
 ■イベントでの周知、広報 
  ・自治体、薬剤師会と連携した『薬と健康のつどい』、『薬物乱用防止・防煙キャンペーン』イベント会場でのパネル展示、 
   チラシ配布によりジェネリック医薬品使用に対する認知度を高める。 

 その他の保険者機能を発揮するため 
 の取組み 

  

   医療費適正化 

 ■資格喪失後受診者への返納金納付督励等架電業務 
  ・支部で新規に発生する資格喪失後受診者等への「債権納付書送付時」及び「催告状送付時」の納付督励に関する架電について 
   外部委託業者へ業務委託することにより、事務効率化を図り、更なる債権回収率の向上を図る。 

   調査研究 

 ■アドバイザーと連携した医療費分析検討会の開催、分析情報発信 
  ・全疾病分析用データベースを活用した調査研究事業をアドバイザーや覚書締結先である富谷町と連携して実施し、地域の健康 
   課題を明確にし事業実施につなげるとともに、分析結果を自治体、医療関係団体等へ意見発信していく。 

  
 広報・意見発信 
 （定期広報以外） 

 ■自治体、医療関係団体と連携した宮城県民の健康づくりに係る周知啓発活動事業 
  ・自治体、医療関係団体と連携した『宮城県民脱メタボ』にかかるポスターの作成、平成28年2月より宮城県で実施する『みやぎ 
   カイゼンプロジェクト』と連動した、健康づくりの周知啓発活動を通じて、宮城県民の健康づくり意識の啓発を図る。 
 ■大学等でのセミナーの開催 
  ・大学において、健康保険制度等に関するセミナーを開催し、未来の国民皆保険制度の支え手となる学生の健康保険制度への理解 
   を深めるとともに、意識高揚を図る。 

  
 その他の取組み 
 （支部独自の取組み等） 

 ■「健康経営」制度の制定と普及啓発推進事業 
  ・平成27年度より開始した受動喫煙防止宣言施設登録制度との連動を図りながら、支部独自で「健康経営」制度を制定し、経営者、 
   管理職の健康経営意識の醸成を高めることにより、加入事業所並びに加入者の健康増進を図る。 
 ■「知ってお得な健康情報＆塩ecoキャンペーン」事業 
  ・自治体等と連携し、ショッピングセンター等を会場とした集団健診（まちかど健診）と連携した減塩対策等のキャンペーン活動 
   を実施することにより、宮城県民の健康づくり意識の啓発を図る。 
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28年度支部事業計画 保険運営の企画 <概要>【宮城支部】 



項目 主な取組み 

 ジェネリック医薬品の 
 使用促進 

  

   ジェネリック医薬品 

 ■行政機関・医療関係団体等と協力連携のもと、ジェネリック医薬品の使用促進啓発を行う 
  ・東北厚生局・県等の行政機関や医療関係団体等と協力連携し、医療機関・薬局への働きかけやセミナー等を開催して地域におけ 
   る積極的な啓発活動を推進する。また、保険者としての立場から関係方面へ情報発信を行うため、引き続き秋田県医薬品等安全 
   安心使用促進協議会へ参画し、プレスリリースも積極的に行っていく。 

 その他の保険者機能を発揮するため 
 の取組み 

   医療費適正化 

 ■医療費適正化にむけた総合的対策 
  ・「保険者機能強化アクションプラン（第３期）」に基づいて「医療等の質と効率性の向上」、「加入者の健康度を高めること」、 
   「医療費等の適正化」それぞれの目指すべき姿に向けて、加入者及び事業主に対してあるいは地域の医療提供体制に対して、支 
   部から直接的に働きかけを行う業務を更に強化する。具体的には、医療等の質、地域の医療費、健診データ、加入者・患者から 
   の考えを収集・分析するとともに、「データヘルス計画」の確実な実施や、地域医療のあり方に対する必要な意見発信等を図る。 

   調査研究 

 ■地域や職域の実情に応じた健康課題の把握 
  ・支部における医療費や健診結果の現状（全体像）を把握し、地域や職域の特性等を分析することによって医療費適正化対策の 
   優先順位を明確化し、重点的に取り組む事項の絞り込みを行う。また、医療費分析による実態や課題を提示することによって、 
   関係方面に対して説得力のある説明を行うとともに、広報等を通じて加入者への意識づけを図る。 

  
 広報・意見発信 
 （定期広報以外） 

 ■加入者・事業主に響く広報の推進 
  ・保健事業や医療費適正化等保険者機能を発揮した協会の取組みをタイムリーに加入者や事業主にお伝えするため、ホームペー 
   ジ・メールマガジンをより加入者の視点に立ったわかりやすく工夫した誌面にすることにより、協会の認知度を高める。また、 
   関係団体との連携による広報、テレビ・ラジオ・新聞・情報雑誌等のほか、ソーシャルネットワークサービスの活用をはじめ、 
   加入者のみならず広く一般の方々への広報を強化推進する。 

  
 その他の取組み 
 （支部独自の取組み等） 

 ■年齢層ごとにターゲットを絞った健康へのアプローチ事業 
  ・関係団体と連携して、各種行事やライフイベント等の場を活用したブース出展や、学校等での健康教育、出前健康相談を行う等、 
   年齢層ごとにターゲットを絞った健康へのアプローチを更に進める等効果的な啓発活動を実施する。 
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28年度支部事業計画 保険運営の企画 <概要>【秋田支部】 



項目 主な取組み 

 ジェネリック医薬品の 
 使用促進 

  

   ジェネリック医薬品 

 ■軽減額通知、各媒体を通じた加入者への適切な広報 
  ・山形新聞によるジェネリック医薬品に関する特集記事への寄稿・広告掲載 
 ■山形県・医師会・薬剤師会等関係機関との更なる連携強化 
  ・山形県後発医薬品使用促進協議会を通じた普及啓発ステッカーの作成 
  ・県の周知啓発事業への連携協力 

 その他の保険者機能を発揮するため 
 の取組み 

   医療費適正化 

 ■山形県・山形市・米沢市との連携協力 
  ・山形県との「健康づくり推進に向けた包括的連携に関する覚書」に基づいた連携協力の推進 
  ・山形市、米沢市との「健康づくり包括協定」に基づいた共同事業の実施 
 ■山形県歯科医師会との連携した歯と口腔の健康づくり事業 

   調査研究 

 ■医療費・健診データ等の分析の実施及び内外への発信に向けた資料の作成・活用 
 ■大学等関係団体と連携した分析事業の実施 
  ・山形大学医学部等専門家との連携によるデータを活用した重症化予防事業の強化 
  ・山形大学、慶応義塾大学が実施する地域コホート研究への連携協力 

  
 広報・意見発信 
 （定期広報以外） 

 ■山形県、市町村、関係団体との連携による広報 
  ・山形県保険者協議会と連携した共同広報キャンペーンの実施 
  ・山形県との包括的覚書に基づき、健康づくりに関する共同広報の実施 
 ■各種研修会を通じての適正化の周知 
  ・社会保険委員会研修会など事業所担当者への制度周知に関する研修の実施 
 ■マスメディアを活用した積極的な情報発信 
  ・山形新聞を利用した広報（健診特集・医療ガイドへの広告掲載など） 
 ■地域医療への関与 
  ・地域医療構想の実現に向け、保険者協議会と連携した関係機関への意見発信・働きかけ 

  
 その他の取組み 
 （支部独自の取組み等） 

 ■健康経営の普及促進 
  ・「健康経営」を軸とした、より効果的なコラボヘルス「健康パワーアップぷらん」の実施 
  ・事業所における健康経営実施に向けた支援の充実 
 ■事業所とコラボした健康意識向上のためのイベント開催 
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28年度支部事業計画 保険運営の企画 <概要>【山形支部】 



項目 主な取組み 

 ジェネリック医薬品の 
 使用促進 

  

   ジェネリック医薬品 

 ■薬剤師等を対象とした「セミナー」の開催 
  ・福島県保険者協議会主催による薬剤師向け「セミナー」を開催し、使用割合の向上を図る。 
 ■福島県薬剤師会と連携した「ミーティング」の開催 
  ・薬剤師へのアンケートにより課題を抽出し、薬剤師会と連携し課題解消を図る。 
 ■使用割合支部別格差を検証し、新たな施策を検討する。 

 その他の保険者機能を発揮するため 
 の取組み 

   医療費適正化 

 ■債権回収業務の強化 
  ・催告状、電話、戸別訪問に加え、顧問弁護士による催告、内容証明郵便、法的手続き等の積極的な実施により債権回収の強化 
   を図る。 
 ■健診・保健指導の推進 
  ・健診については、「巡回健診」や「オプショナル健診」の拡大を図り実施率向上を図る。 
  ・保健指導については、外部委託を積極的に活用し実施件数の拡大を図る。 

   調査研究 

 ■医療に関する情報の収集・分析・活用 
  ・地域の医療費や健診データの収集・分析に取り組み、事業企画・評価及び各種協議会等における意見発信に活用する。 
  ・支部独自に福島県立医科大学と連携した調査分析に取り組むとともに、自治体と連携した調査分析も積極的に進める。 
  ・保険者協議会でのデータ分析や協同事業の推進を図る。 

  
 広報・意見発信 
 （定期広報以外） 

 ■地域医療への関与 
  ・地域医療構想やその実施に向けて、加入者・事業主を代表する立場で、他の保険者と連携しながら関係機関への働きかけや積極 
   的な意見発信により地域医療に貢献する。 
 ■関係機関等と連携した広報 
  ・事業連携の協定を締結した地方自治体等と連携し、医療機関の適切な利用等、医療費適正化等の広報を図る。 
  ・他の保険者、医療関係団体（医師会、薬剤師会、歯科医師会）等と連携した広報の充実を図る。 

  
 その他の取組み 
 （支部独自の取組み等） 

 ■データヘルス計画 
  上位目標：高血圧対策として、高血圧リスク保有者、未治療者の減少及び重症化予防を図る。 
  下位目標：①「健康事業所宣言」をする事業主の増加。（コラボヘルス） 
       ②高血圧要治療者への受診勧奨を行うとともに、喫煙者に対しては、禁煙を勧奨する。 
       ③ＣＫＤの重症化予防を自治体・医療機関と連携して行う。 
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28年度支部事業計画 保険運営の企画 <概要>【福島支部】 













第1回北海道・東北ブロック評議会 参考資料2 

保険料率等（全国平均および北海道・東北ブロック）について 

28.2.26 



  平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 

全国平均 9.34% 9.50% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 

北海道支部 9.42％  9.60％ 10.12％  10.12％ 10.12％ 10.14％ 

青森支部 9.35％  9.51％  10.00％  10.00％  10.00％  9.98％ 

岩手支部 9.32％ 9.45％ 9.93％  9.93％  9.93％  9.97％ 

宮城支部 9.34％  9.50％ 10.01％ 10.01％ 10.01％  9.96％ 

秋田支部 9.37％  9.54％ 10.02％  10.02％  10.02％  10.06％ 

山形支部 9.30％ 9.45％ 9.96％ 9.96％  9.96％  9.97％ 

福島支部 9.33％  9.47％  9.96％  9.96％  9.96％ 9.92％ 

平成28年度 

保険料率 
標準報酬月額28万円 

での保険料全額 

10.00% 28,000円 

10.15％ 28,420円  

9.97％ 27,916円 

9.93％ 27,804円  

9.96％  27,888円  

10.11％  28,308円  

10.00％  28,000円  

 9.90％ 27,720円  

全国平均および北海道・東北ブロック各支部の保険料率について 

1 



2 

（注） 

1．年齢調整額、所得調整額、激変緩和のマイナスは、調整額を受け取る支部、プラスは調整額を出す支部。 

2．医療給付費は、東日本大震災による窓口負担減免措置に伴う平成26年度の還付金等の協会負担分に係る窓口負担減免額を含む。 

3．（B1）は、健康保険法施行規則第135条の2の2第2項第1号に基づき、東日本大震災に伴う平成24年度における協会負担分の窓口負担減免額のうち、総報酬額の0.01％を超える部分として、（A）か 

  ら控除するものである。 

4．「平成24年度の収支差の精算」は、平成24年度の都道府県支部ごとの収支における収支差の精算（健康保険法施行規則第135条の7に基づき行うものであり、東日本大震災に伴う医療費の波及増 

  に係る特例的扱いを講じたもの）を表す。 

5．医療給付等地域差分は、加入者1人当たり医療給付費（全国平均との差分）の実績が保険料率算定時の見込みから乖離した影響を表す。 

6．26年度保険料率凍結時の要精算分は、平成26年度都道府県単位保険料率の凍結に際し、料率凍結のために配分した準備金取崩し額と準備金取崩し総額を料率算定時の総報酬で按分した額との差額 

  である。 

  

収入 支出 収支差 

保険料収入 

その他収入 
（協会） 

その他収入
（国） 

計 

 医療給付費（国庫補助を除く）（調整後）（注３）       

 
現金給付費
等（国庫補
助等を除
く） 

前期高齢者 
納付金等 
（国庫補助
を除く） 

 
業務経費 
（国庫補助
を除く） 

 
一般管理費 
（国庫補助
を除く） 

 
その他支出 
（協会） 

 
その他支出 
（国） 

 
平成24年度
の収支差の

精算 

 
特別計上分 
（業務経費
の別掲） 

 
計 

計   

    
医療給付費 
（国庫補助を除く） 

    

年齢調整額 所得調整額 激変緩和 

全国平均分 
地域差分等 
(平成28年度保険料率算定時に精算） 

    (A)-(B) 
 

医療給付費 
（国庫補助
を除く） 

(A) 

 
震災特例分 
（国庫補助
を除く） 

（B=B1+B2) 

        

  一般分     
平成24年度の 
協会負担分 

（Ｂ1） 

波及増分
（Ｂ2） 

      
医療給付費
等地域差分 

26年度保険
料率凍結時
の要精算分 

全国計 7,734,242 7,730,693 13,978 101,118 7,849,338 3,903,402 3,903,402 3,912,541 9,139 7,497 1,643 0 0 0 369,233 3,055,937 93,735 32,155 3,008 19,181 0 85 7,476,735 372,603 372,603 0 0 0 

北海道 348,409 348,251 622 4,502 353,534 177,375 209,395 209,395 0 0 0 ▲7,404 ▲13,845 ▲10,770 16,439 136,055 4,173 1,432 134 854 ▲758 0 335,704 17,830 16,589 1,241 371 870 

青森 77,551 77,515 140 1,014 78,705 39,127 46,880 46,880 0 0 0 ▲530 ▲7,279 57 3,703 30,647 940 322 30 192 ▲172 0 74,790 3,915 3,737 178 ▲115 294 

岩手 78,365 78,329 143 1,032 79,540 39,311 44,149 44,655 507 507 0 ▲1,264 ▲5,147 1,574 3,768 31,187 957 328 31 196 162 1 75,941 3,599 3,803 ▲204 ▲65 ▲139 

宮城 140,779 140,714 254 1,839 142,872 69,777 70,447 74,920 4,473 4,473 0 ▲ 788 ▲ 3,525 3,643 6,715 55,578 1,705 585 55 349 943 2 135,708 7,164 6,777 387 90 297 

秋田 61,331 61,303 111 800 62,242 31,214 40,063 40,063 0 0 0 ▲2,390 ▲5,509 ▲950 2,923 24,189 742 255 24 152 ▲74 5 59,428 2,814 2,949 ▲135 ▲178 43 

山形 74,897 74,863 136 983 76,017 37,809 42,051 42,051 0 0 0 ▲946 ▲3,743 447 3,591 29,717 912 313 29 187 121 5 72,683 3,333 3,623 ▲290 ▲120 ▲170 

福島 130,569 130,509 237 1,714 132,520 65,007 64,599 68,538 3,939 2,296 1,643 ▲77 ▲3,013 3,498 6,259 51,806 1,589 545 51 325 397 0 125,981 6,539 6,317 223 3 219 

（百万円） 

平成26年度支部別収支決算の状況について 

※平成26年度事業報告書より一部抜粋 



  平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 

全国平均 143,526  146,913  156,212  159,465  161,306  163,817  

北海道支部 160,322  163,479  172,559  176,784  177,396  182,785  

青森支部 143,243  148,064  154,015  157,851  158,302  164,309  

岩手支部 143,291  146,001  150,718  155,707  158,396  162,688  

宮城支部 144,311  147,818  154,086  163,331  167,705  165,077  

秋田支部 156,149  160,158  165,910  170,660  171,578  178,029  

山形支部 139,744  143,402  151,263  155,233  159,161  162,877  

福島支部 140,443  142,591  148,531  155,768  161,187  161,474  
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全国平均および北海道・東北ブロック各支部の1人当たり医療費の推移について 
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福島 

【単位：円】 

（年度） 

（円） 

※協会けんぽＨＰ統計情報より一部抜粋 


